
 

徘徊などにより⾏⽅不明となるおそれのある⾼齢者等が、⾏⽅不明になった時に、早
期に発⾒・保護し、安全・安⼼を図ることを目的とした「徘徊⾼齢者ＳＯＳネットワーク
事業」にご協⼒いただける事業所を募集しています。 
 
 
 ＳＯＳネットワークに事前登録された⾼齢者等が⾏⽅不明になり、ご家族等より⿊部警
察署に捜索願が提出された場合、福祉課（または⿊部消防署）より、協⼒事業所に 
メールで⾏⽅不明者の特徴などの情報を配信し、早期発⾒につなげる事業です。 
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 捜索協⼒依頼メール受信後、通常の活動や業務の範囲内で気にかけていただく程度で
構いません。⾏⽅不明者を発⾒・保護した時は、⿊部警察署（電話５４-０１１０）
へ連絡してください。 
 
 
 「協⼒者登録申請書」に必要事項を記⼊して福祉課へ提出をお願いします。登録には、
Ｅメールアドレス（ＰＣ）または携帯電話のメールアドレスのいずれかが必須となります。 

事業所ごとに複数のメールアドレスの登録も可能です。その際申請書はコピーしてご使⽤
ください。（アクセスに伴う通信代は利⽤者の負担となります。） 

 
【協⼒事業所登録窓⼝︓⿊部市役所福祉課 地域包括⽀援センター 電話 54-5002】 
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